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口座振替にすると… 

  確実に納期限内納付ができ、納付忘れがなくなります！ 

  納付のために金融機関や市役所へ出向く必要がありません！ 
 

 

 

 
 
※口座振替開始まで 40 日程度必要になります。お早めにお手続きをお願いします。 

 

4 月は『固定資産税・都市計画税 第 1 期』の納期月です。 

納期限は 5 月 1 日（月）です。納税は早めに済ませましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手順①：申込書に必要事項を記入

口座届出印を押印

手順②：収納課窓口、金融機関へ提出

または返信用封筒で提出

４月、５月、6 月の日曜・夜間納税相談窓口 
収納課では市税の納税窓口を下記のとおり開設しています。 

（市税・国民健康保険税の納付はできますが、上下水道料金等の取り扱いはできませんので 

ご了承ください。） 

 

・日 時 ４月 ２日(日)   午前１０時００分 ～ 午後４時００分 

    5 月 1５日(月)  午後 ６時００分 ～ 午後８時００分 

     6 月 18 日(日)  午前１０時００分 ～ 午後４時００分 

・場 所 松阪市役所 収納課窓口 

      ※上記日時は本庁のみの開設となります。 

松阪市役所 収納課 ℡５３－４０２１ 

※裏面もご覧ください 

口座振替の申し込みは簡単！ 

口座振替で納付忘れをなくしましょう！ 



             

1 10,000 55
10,001 20,000 165
20,001 30,000 275
30,001 40,000 385

10,000 110
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